
仙台市杜の都せんだい元気はつらつチャレンジカード事業実施要綱 

（平成１５年３月２４日市長決裁） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，杜の都せんだい元気はつらつチャレンジカードを交付することによ

り，スポーツ活動の振興及び本市のスポーツ施設の利用促進を図り，もって高齢者の体

力維持及び健康増進に資することを目的とする。 

（元気はつらつチャレンジカード） 

第２条 市長は，次条に規定する者からの申請に基づき杜の都せんだい元気はつらつチャ

レンジカード（以下「カード」という。）を交付する。 

２ カードの交付を受けた者は，累積使用回数（カードの交付を受けた者が，当該カード

の交付の時以後において，別表第一の左欄に掲げる施設の区分に応じ，それぞれ同表の

右欄に定める日に当該施設を個人使用した場合に，第６条第１項の規定により確認印の

押印を受けた回数の合計をいう。以下同じ。)が別表第二に定める回数である場合に，使

用料を支払うことなく施設を利用することができる。 

３ 累積使用回数が５０回を超えた者については，カードを再交付する。 

４ カードの有効期限は，当該カードの交付の日の翌日から起算して一年とする。ただし，

市長が必要と認める場合は，有効期間を延長することができる。 

（交付対象者） 

第３条 カードの交付対象者は，６５歳以上の者とする。 

（交付の申請） 

第４条 カードの交付を受けようとする者は，運転免許証，旅券，健康保険の被保険者証

その他自己の年齢を確認するに足りる書類を提示して，市長に申請しなければならない。 

（交付） 

第５条 市長は，前条の規定による申請があったときは，直ちに必要な審査を行い，当該

交付申請者が交付対象者であると認めたときは，当該交付申請者を登録するとともに，

当該交付申請者にカードを交付するものとする。 

２ カードの交付を受けた者は，カードの交付を受けた後，速やかに氏名，生年月日及び

電話番号をカードに記載するものとする。 

（免除） 

第６条 カードの交付を受けた者は，別表第一の左欄に掲げる施設の区分に応じ，それぞ

れ同表の右欄に定める日に当該施設を個人使用しようとするときは，カードを提示する

ものとする。この場合において，市長は，カードに番号順に確認印を押印するものとす

る。 

２ 前項の場合において，累積使用回数が別表第二に定める回数である場合には，市長は，

当該使用に係る使用料を免除するものとする。 



（変更等の届出） 

第７条 カードの交付を受けた者は、第５条第２項のカードの記載事項に変更があったと

きは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

（譲渡等の禁止） 

第８条 カードの交付を受けた者は、カードを他人に譲渡し，又は貸与してはならない。 

 （表彰） 

第９条 市長は，累積使用回数が５０回に達した者に対し，元気はつらつ賞の表彰を行う

ものとする。 

 （雑則） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，文化観光局

長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は，平成１５年４月１日から実施する。 

 

附 則（平成１６年１月１３日改正） 

 この改正は，平成１６年１月１６日から実施する。 

 

附 則（平成１６年４月５日改正） 

 この改正は，平成１６年４月１７日から実施する。 

 

附 則（平成１８年３月９日改正） 

 この改正は，平成１８年４月１日から実施する。 

 

附 則（平成１９年１０月２５日改正） 

 この改正は，平成１９年１１月１日から実施する。 

 

附 則（平成２２年１月２２日改正） 

 この改正は，平成２２年４月１日から実施する。 

 

附 則（平成２７年３月２７日改正） 

 この改正は，平成２７年４月１日から実施する。 

 

附 則（令和３年３月２９日改正） 

 この改正は，令和３年４月１日から実施する。 

 



附 則（令和４年２月７日改正） 

（実施期日） 

１ この改正は，令和４年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この改正の実施の際現にある改正前の要綱により交付されたカードについては，その

有効期間内は，なお従前の例による。 

 

附 則（令和７年３月２８日改正） 

 この改正は，令和７年４月１日から実施する。 



 別表第二（第２条関係） 

４回，８回，12 回，16 回，20 回，23 回，26 回，29 回，32 回，35 回，38 回，41 回，

44 回，47 回，50 回 

 



別表第一

施設 使用日

仙台市秋保体育館・競技場

仙台市泉海洋センター・競技場

仙台市泉総合運動場泉体育館・競技場

仙台市泉総合運動場泉体育館・トレーニング室

仙台市泉総合運動場泉武道館・競技場（剣道場）

仙台市泉総合運動場泉武道館・競技場（柔道場）

仙台市泉総合運動場泉弓道場

仙台市今泉運動場今泉温水プール

仙台市屋内グラウンド・競技場

仙台市葛岡温水プール

仙台市鶴ヶ谷温水プール

仙台市中田温水プール・温水プール

仙台市中田温水プール・トレーニング室

仙台市根白石温水プール・温水プール

仙台市根白石温水プール・トレーニング室

仙台市武道館・競技場（弓道場）

仙台市武道館・競技場（剣道場）

仙台市武道館・競技場（柔道場）

仙台市水の森温水プール

仙台市宮城広瀬総合運動場宮城広瀬温水プール

仙台市宮城広瀬総合運動場宮城広瀬体育館・競技場

仙台市宮城広瀬総合運動場宮城広瀬体育館・トレーニングエリア

仙台市青葉体育館・競技場

仙台市青葉体育館・トレーニング室

仙台市若林体育館・競技場

仙台市若林体育館・小体育室

仙台市若林体育館・トレーニング室

仙台市体育館温水プール

仙台市体育館・軽運動場

仙台市体育館・第一競技場

仙台市体育館・第二競技場

仙台市体育館・トレーニング室

七北田公園体育館

仙台市健康増進センター

仙台市シルバーセンター・プール、サウナ及び浴室

仙台市新田東総合運動場宮城野体育館・第一競技場

仙台市新田東総合運動場宮城野体育館・第二競技場

仙台市新田東総合運動場宮城野体育館・温水プール

仙台市新田東総合運動場宮城野体育館・トレーニング室

仙台市新田東総合運動場仙台市民球場・ボルダリング室

仙台市新田東総合運動場アーチェリー場

仙台市新田東総合運動場スケートボードパーク

仙台市出花体育館・競技場

仙台市陸上競技場・トレーニング室

仙台市生涯学習支援センター・体育館

仙台市柏木市民センター・ホール

仙台市生出市民センター・体育館

仙台市高砂市民センター・ホール

仙台市中田市民センター・体育館

仙台市岩切市民センター・体育館

仙台市七郷市民センター・体育館

仙台市宮城西市民センター・ホール

仙台市秋保市民センター・ホール

仙台市馬場市民センター・体育館

仙台市根白石市民センター・ホール

仙台市黒松市民センター・ホール

仙台市将監市民センター・ホール

仙台市加茂市民センター・体育館

仙台市榴ケ岡市民センター・体育館

仙台市東部市民センター・体育館

仙台市若林区中央市民センター・ホール

仙台市西多賀市民センター・ホール

仙台市六郷市民センター・体育館

仙台市福沢市民センター・体育館

仙台市八本松市民センター・体育館

仙台市八木山市民センター・体育館

仙台市三本松市民センター・体育館

開館日



別表第一

仙台市山田市民センター・体育館

仙台市茂庭台市民センター・体育館

仙台市片平市民センター・体育館

仙台市東中田市民センター・体育館

仙台市高森市民センター・ホール

仙台市松陵市民センター・ホール

仙台市大沢市民センター・体育館

仙台市水の森市民センター・体育館

仙台市若林市民センター・ホール

仙台市沖野市民センター・ホール

仙台市寺岡市民センター・ホール

仙台市寺岡市民センター・トレーニング室

仙台市貝ケ森市民センター・ホール

仙台市幸町市民センター・ホール

仙台市長命ケ丘市民センター・ホール

仙台市落合市民センター・ホール

仙台市中山市民センター・ホール

仙台市折立市民センター・ホール

仙台市吉成市民センター・ホール

仙台市柳生市民センター・ホール

仙台市太白区中央市民センター・体育館

仙台市田子市民センター・ホール

仙台市松森市民センター・ホール

仙台市富沢市民センター・ホール
仙台市桂市民センター・ホール
仙台市福室市民センター・ホール
仙台市南中山市民センター・体育館
仙台市泉区中央市民センター・ホール
仙台市木町通市民センター・ホール
仙台市鶴ケ谷市民センター・ホール
仙台市荒町市民センター・ホール

開館日


